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                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 
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                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 
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平成 3１年２月バージョンアップのご案内 

 

 

あ 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、KEMPOSに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますのでご案内申し上げます。 

バージョンアップ内容の詳細につきましては、弊社ホームページに近日中にアップいたします。 

 

 

１ 今年５月の元号改訂に対応しました。 

①KEMPOSでの内部の日付は、年４桁の西暦で保持していて、期限管理等は影響はありません。 

 関係してくるのは、日付を和暦で表示している部分です。これには「画面」「一覧表(内部)」 

 「送付状」「請求書」があります。 

②これらの日付の表記で和暦を使用している部分は基本的に WINDOWS及び MS-Officeの機能に依存して 

いますので、マイクロソフトの対応を待つ事になります。マイクロソフトは明確に表明していないと 

思われますが、WINDOWS及び MS-Officeが対応することを前提として予定しています。 

③番号の表記に関しては、2000年以降は西暦表示となっていますので、今回の改元での影響はないもの 

 と思われます。 

④すでにサポート切れとなっている WindowsVista及び Office2007に関しては、修正パッチが提供され 

 ないと思われますので、その場合は Windows及び Officeのアップグレートが必要になると思われます。 

⑤KEMPOSでは、検索画面の印刷日の表記に関して管理種別の設定に統一しました。 

 

 

２ ４月１日からの審査請求料の改訂に対応しました。 

①４月１日以降の出願から新料金となります。審査請求ではありません。 

②したがって、審査請求のリマインダ等については、ただちに影響はないと思われます。 

③４月１日以降の出願で同日審査請求をした場合の請求書の発行時の印紙代の計算には影響します。 

 

 

３ 期限補正で祝日休日に対応しました。 

①祝日休日を含めるか否かをユーザー側で選択できます。（初期値は従来の「含めない」です） 

②最初の期限計算時に「期限補正」を行うか否かをユーザー側で指定できるようにしました。 

（初期値は従来の「行わない」です」） 

③新たに「期限補正を行わない」の選択もできるようにしました。 

 

 

尚、今回のリリースは Ver810となります。 

 

敬具 
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（１）今回注目のバージョンアップ 

 

１．改元への対応として、検索画面等の印刷日の表記を管理種別での設定に統一しました。 

 

・改元を機に日付の書式を西暦に統一する等の事を検討されている事務所様もおられると思われますので、 

 現在、統一されていない、検索画面（期限検索、条件検索等）上の印刷日付に関して、管理種別での指定 

 に統一しました。管理種別の設定を変更する事で、西暦・和暦両方の表示方式に対応しました。 

 特許管理及び請求管理の両方の検索画面の印刷日の表示に対応しています。 

 

・管理種別の画面です。「日付書式」において書式を指定しています。(2019/1/10を例にして示します) 

 「yyyy/mm/dd:2019/1/10」「yyyy年 m月 d日:2019年 1月 10日」「ggge年 m月 d日：平成 31年 1月 10日」 

 

1-1．西暦表示「yyyy/mm/dd」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限検索 
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・文書作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2．西暦表示「yyyy年 m月 d日」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限検索 
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1-3．和暦表示「ggge年 m月 d日」の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

２．2019年 4月 1日施行の出願審査請求料改正に対応しました。 

 

①単価表に新料金を追加しました。 

  審査請求印紙代は、国際調査の有無及び国際調査機関により３種類用意していますが、それぞれに対応 

 するものを３種類追加しました。今回新たに「審請印紙区分」を追加しました。 

・従来の単価コード 

 9125-2：特許審査請求印紙代(2019/3/31までの出願) 

  9126-2：特許審査請求印紙代(2019/3/31までの出願)(国際調査機関 JP以外) 

  9127-2：特許審査請求印紙代(2019/3/31までの出願)(国際調査機関が JP) 

・追加した単価コード 

 9125-3：特許審査請求印紙代(2019/4/1以降の出願) 

  9126-3：特許審査請求印紙代(2019/4/1以降の出願) (国際調査機関 JP以外) 

  9127-3：特許審査請求印紙代(2019/4/1以降の出願) (国際調査機関が JP) 

 

②請求形式に新料金を追加しました。 

  審査請求料の請求形式も、国際調査の有無及び国際調査機関により３種類用意していますが、それぞれに 

対応するものを３種類追加しました。 

・従来の請求形式 

 P210-2：特許審査請求(2019/3/31までの出願) 

  P210-2G：特許審査請求(2019/3/31までの出願) (国際調査機関 JP以外) 

  P210-2W：特許審査請求(2019/3/31までの出願) (国際調査機関が JP) 

・追加した請求形式 

 P210-3：特許審査請求(2019/4/1以降の出願) 

  P210-3G：特許審査請求(2019/4/1以降の出願) (国際調査機関 JP以外) 

  P210-3W：特許審査請求(2019/4/1以降の出願) (国際調査機関が JP) 

 

③金額表（印紙代・手数料の設定）に新料金を追加しました。 

  金額表は、システムで管理している料金体系とユーザー様で作成している単価表との関連付けを行っている 

 ものです。 金額表も、国際調査の有無及び国際調査機関により３種類用意していますが、それぞれに対応す 

るものを３種類追加しました。 

・従来の金額 ID 

 115：特許審査請求印紙代(請求項)(2019/3/31までの出願) 

  116：特許審査請求印紙代(外内 PCT)(2019/3/31までの出願) 

  117：特許審査請求印紙代(内内 PCT)(2019/3/31までの出願) 

・追加した金額 ID 

 118：特許審査請求印紙代(請求項)(2019/4/1以降の出願) 

  119：特許審査請求印紙代(外内 PCT)(2019/4/1以降の出願) 

  120：特許審査請求印紙代(内内 PCT)(2019/4/1以降の出願) 

 

④請求書作成時に案件の出願日と審査請求の整合性のチェックを行うようにしました。 

・従来にはなかった機能を追加しました。 

 2011年 8月 1日の料金改訂では、出願日に関係なく、その日以降の審査請求に対して適用されましたの 

 で単価表の金額を新料金に変更するだけで対応しました。 

 今回の改訂では、出願日により料金が変りますので、案件の出願日と選択した単価の整合性を請求書作成 

 時に照合チェックする機能を追加しました。 

 

⑤出願台帳で審査請求をダブルクリックした時に表示する審査請求料の表示にて料金改訂に対応しました。 
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①単価表に新料金を追加しました。 

 

・新たに追加した単価 Codeの例です。通常の審査請求です。2019/4/1以降出願の料金がセットされています。 

 新たに「審請印紙区分」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・審請印紙区分です。「関係なし」「2019/3/31までの出願」「2019/4/1以降の出願」から選択します。 

 今回追加した「9125-3」「9126-3」「9127-3」については「2019/4/1以降の出願」をセットします。 

 以前の審査請求印紙代の「9125-2」「9126-2」「9127-2」については、「2019/3/31までの出願」をセット 

 します。それ以外は「関係なし」をセットするか、空白のままにしておきます。 

 

・この区分は、請求書作成時に案件の出願日と使用している審査請求印紙代の照合チェックを行うための 

 ものです。今回の改訂では出願日によって料金が決まりますので、請求書作成時に間違った単価を選択 

 する可能性があるために新たに設けたものです。 
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②請求形式に新料金を追加しました。 

 

②-1．請求形式に新料金を追加しました。 
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②-2．審査請求入力での請求トランの作成で出願日に応じて請求形式を切り替えるようにしました。 

 

・審査請求手続き入力時の請求トランの作成。 

 審査請求手続きの入力に連動して請求トランを作成できます。請求トランには請求形式がセットされます 

 が、この請求形式は管理種別→手続発行書類にて定義されていますが、審査請求は通常「P210」となって 

 います。 

 

 ここで標準で定義されている請求形式を元に、出願日が 2019/4/1より前か以降かによって、拡張区分を付加 

 しています。 

 2019/3/31迄のものは「-2」が付加されて「P210-2」「P210-2G(ISA<>JP)」「P210-2W(ISA=JP)」となります。 

 2019/4/1以降のものは「-3」が付加されて「P210-3」「P210-3G(ISA<>JP)」「P210-3W(ISA=JP)」となります。 

 以下は出願日「2019/4/1」の案件で審査請求の入力を行ったものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・請求トランの請求型は「P210-3」となっています。 
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③金額表（印紙代・手数料の設定）に新料金を追加しました。 

 

・「印紙代・手数料の設定」に新料金を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「118:通常」「119:国際調査機関が JP以外の国際出願」「120:国際調査機関が JPの国際出願」の３つの料金 

 を追加し、それぞれの単価 Codeを割り当てました。 
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④請求書作成時に案件の出願日と審査請求の整合性のチェックを行うようにしました。 

 

④-1.請求形式選択時の照合チェック。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2019/4/1以降出願の案件に、2019/3/31までの料金の単価を含んだ請求形式を選択した場合、以下の 

 メッセージが表示されます。 
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・2019/3/31までの出願の案件に、2019/4/1以降の料金の単価を含んだ請求形式を選択した場合、以下の 

 メッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-2.単価選択時の照合チェック。 
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⑤出願台帳で審査請求をダブルクリックした時に表示する審査請求料の表示にて料金改訂に対応しました。 

・「審査請求」のボタンをダブルクリックすると審査請求料の確認画面が開きます。 

 審査請求料の表示を 2019/4/1の料金改訂に対応させました。 

 

・出願日が 2019/4/1以降の場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願日が 2019/3/31までの場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

３．ユーザー側での祝日設定に基づいて期限補正する機能を設けました。 

 

・対象となるのは、国内案件の拒絶理由通知等の中間手続きです。下記のように応答期限の名称（意見書）と 

応答期限（2019/1/3）がセットされて、期限補正ボタンが使用可能となっている手続きです。 

それ以外の期限（審査請求期限、年金期限）は期限補正は行いません。 

・応答期限と同時に計算する「回答期限」についても同じルールで期限補正します。 

・応答期限と同時に計算する「最終期限」についても同じルールで期限補正します。 

・特許管理での入力及びパソコン出願取込(新規出願・中間手続きの取込)の両方で対応しています。 

・上記の条件に拘わらず「期限の補正方式」が「使用しない」の場合は、期限補正ボタンは使用不可となります。 

 

3-1.特許管理での入力の場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2.パソコン出願取込(中間手続きの取込)の場合 

・「期限の補正方式」が「使用しない」の場合は、期限補正ボタンは非表示です。 

・「期限の補正方式」が「土日のみ」又は「土日＋祝日休日」の場合、手続期限のある手続きの場合に 

  期限補正ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

3-3.パソコン出願取込(新規出願)の場合 

 

・「期限の補正方式」が「使用しない」の場合は、期限補正ボタンを非表示です。 

・「期限の補正方式」が「土日のみ」又は「土日＋祝日休日」の場合、「国際出願翻訳文提出期限」 

「外国語書面出願翻訳文提出期限」「新規性喪失の例外証明書提出期限」のいずれかが設定されている場合に 

「期限補正」ボタンが表示されます。 
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①祝日休日表の設定 

・各種設定→祝日休日設定にて設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1.新しい年度の祝日・休日の作成。 

 ・「New」ボタンを押します。 

  作成する年度を入力するボックスが表示されますので、年度を西暦で入力します。 

  初期値として、現在登録してある年度の次の年度がセットされます。 
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・新規年度として 2020年を初期設定したものです。 

 テンプレート（年度が「0」のデータ）を元にして設定します。 

  年度：指定した年度です。自動で設定されます。変更は不可です。 

  日付：祝日又は休日のの日付です。 

  曜日：日付より自動計算したもので、入力項目ではありません。（日曜は赤字で表示されます） 

  名称：日付の名称です。テンプレートに予めセットされているものをコピーしたものです。 

  タイプ：祝日及び休日のタイプです。 

固定(決まっている日付)。 

変動(月の指定の月曜日で変動する日付) 

   不定：春分の日及び秋分の日です。指定した計算式で計算していますが、毎年確認して下さい。 

      春分の日：INT(20.8431+0.242194*(年-1980))-INT((年-1980)/4) 

      秋分の日：INT(23.2488+0.242194*(年-1980))-INT((年-1980)/4) 

   庁休：土日祝以外の特許庁の休日です。 

   振替：祝日が日曜日の場合の振替休日です。 

  月数と番数：タイプが変動の場合に指定します。（月と何番目の月曜かという事です。） 

  メモ：祝日・休日に関するメモです。 
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①-2.日付の追加・修正・削除。 

 修正する年度をプルダウンで選択します。年度のデータが読み込まれます。 

 「Edit」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「AddLine」「DelLine」ボタンが使用可能になります。 

 「日付」「名称」「タイプ」「月と番数」「メモ」が編集可能となります。 

 日付を追加する場合は「AddLine」で行います。 

 日付を削除する場合は「DelLine」行います。 

 入力可能となっている項目（白くなっているもの）が入力可能です。 

 修正が完了したら、Writeボタンで書込みを行い終了します。 
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①-3.指定した年度の全データの削除。 

・プルダウンで削除する年度を呼出します。 

 「Edit」ボタンを押して、その後で「Delete」ボタンを押します。 

 下記のメッセージが表示されますので、「はい」を押して削除終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・削除が終了したら、テンプレートデータが表示されます。 

  テンプレートデータは年度は「0」です。日付は 2019年が入力してありますが、便宜的なもので、作成する 

 年度にしたがって設定されます。テンプレートデータは削除できません。 
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②管理事項に「期限補正の計算方式」「応答期限の初期計算」を追加し、祝日休日を考慮した応答期限の計算 

 に対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限補正の計算方式：期限補正ボタンで補正する期限の計算方式を指定。 

（「土日のみ」「土日＋祝日休日」「使用しない」より選択） 

新たに設けた設定で従来は「土日のみ」。今回「土日＋祝日休日」「使用しない」を追加。 

 

 

 

 

・応答期限の初期計算：応答期限の初期計算時に期限補正を行うか否かを指定。 

（従来は指定無く「期限補正なし」固定。今回「指定に基づき補正」を追加） 
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③特許管理での入力の場合（拒絶理由通知を例として説明します） 

 

発送日「2018/11/04」を例にとって説明します。60日後は「2019/01/03(木)」です。 

土日補正の場合「2019/01/03(木)」は木曜日ですので期限補正されません。 

土日＋祝日休日補正の場合「2019/01/03(木)」は庁の休日ですので「2019/01/04」に補正されます。 

 

③-1. 拒絶理由通知で「応答期限の初期計算」が「期限補正なし」の場合 

「応答期限の初期計算」が「補正なし」の場合、最初の計算は設定どおりとなります。 

 

・発送日を入力した最初の状態。発送日から６０日で計算されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-1-1.「期限補正の計算方式」が従来の「土日のみ」で「期限補正」を押した状態。 

「2019/01/03」は木曜日で土日ではないので、期限補正を押しても変更はありません。 
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③-1-2.「期限補正の計算方式」を「土日＋祝日休日」に変更して「期限補正」を押した状態。 

  応答期限「2019/1/3」は庁の休日のため「2019/1/4」(金)に延長されています。 

  最終期限「2019/3/3」は日曜日のため「2019/3/4」（月）に延長されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③-2. 拒絶理由通知で「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合 

「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合、最初の計算の時に補正されます。 

発送日「2018/11/04」の 60日後は「2019/01/03」ですが、発送日を入力した時点で補正されて 

 最初から「2019/01/04」なります。最終期限についても同様です。 
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④パソコン出願取込の場合（拒絶理由通知を例として説明します） 

・「期限の補正方式」が「使用しない」の場合は、期限補正ボタンは非表示です。 

・「期限の補正方式」が「土日のみ」又は「土日＋祝日休日」の場合、手続期限のある手続きの場合に 

  期限補正ボタンが表示されます。 

 

④-1. 拒絶理由通知で「応答期限の初期計算」が「期限補正なし」の場合 

「応答期限の初期計算」が「補正なし」の場合、最初の計算は設定どおりとなります。 

 

・取り込んだ直後の状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-1-1.「期限補正の計算方式」を「土日＋祝日休日」に変更して「期限補正」を押した状態。 

  応答期限「2019/1/3」は庁の休日のため「2019/1/4」(金)に延長されています。 

  最終期限「2019/3/3」は日曜日のため「2019/3/4」（月）に延長されています。 
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④-2. 拒絶理由通知で「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合 

「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合、最初の計算の時に補正されます。 

発送日「2018/11/04」の 60日後は「2019/01/03」ですが、発送日を入力した時点で補正されて 

 最初から「2019/01/04」なります。最終期限についても同様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-3.応答期限がない手続きの場合。 

・応答期限のない手続きの場合、応答期限欄及び期限補正ボタンは表示されません。 
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⑤パソコン出願取込(新規出願)の場合（特許出願(新規性喪失の例外適用)を例として説明します） 

・「期限の補正方式」が「使用しない」の場合は、期限補正ボタンは非表示です。 

・「期限の補正方式」が「土日のみ」又は「土日＋祝日休日」の場合、「国際出願翻訳文提出期限」 

「外国語書面出願翻訳文提出期限」「新規性喪失の例外証明書提出期限」のいずれかが設定されている場合に 

「期限補正」ボタンが表示されます。 

 

⑤-1. 特許出願(新規性喪失の例外適用)で「応答期限の初期計算」が「期限補正なし」の場合 

「応答期限の初期計算」が「補正なし」の場合、最初の計算は設定どおりとなります。 

・「国際出願翻訳文提出期限」「外国語書面出願翻訳文提出期限」「新規性喪失の例外証明書提出期限」のいずれ 

 かが設定されている場合に「期限補正」ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限補正ボタンを押した状態です。 

 2003/07/20は日曜日のため 2003/07/21に延長されています。 

 補正された日付は青色に変ります。（補正前と後で同一であっても青色に変ります） 
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⑤-2. 特許出願(新規性喪失の例外適用)で「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合 

「応答期限の初期計算」が「指定に基づき補正」の場合、最初の計算の時に補正されます。 

 

・最初から補正後の日付「2003/07/21」が設定されます。補正済みの青色となっています。 
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⑤-3.上記の期限がない出願の場合。 

・上記の３つの期限のいずれもない場合は、期限補正ボタンは表示されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

⑥出願台帳での外国語書面出願及び国内書面の入力。 

⑥-1.外国語書面出願の入力。 

 

・出願翻訳期限設定の案内が表示されますので「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限補正の計算方式が「使用しない」でなく、応答期限の初期計算が「指定に基づき補正」となっている 

場合は自動で期限補正を行います。 

・期限補正の計算方式が「使用しない」でなく、応答期限の初期計算が「期限補正なし」となっている場合は 

補正前の期限が休日であった場合、以下の案内が表示されます。休日でない場合は表示されません。 

 出願翻訳期限については、期限補正のボタンがありませんので、案内で補正の有無を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補正した期限がセットされます。 
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⑥-2.国内書面の入力。 

・優先権のある国内移行案件を作成します。優先日から 30か月で国内書面期限が応答期限として設定 

 されます。中間手続きの扱いですので、期限補正は有効となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限補正ボタンを押します。 

 2019/05/11は土曜日ですので、2019/05/13（月）まで延長されます。 
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・国内書面の入力を行います。翻訳期限が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限補正の計算方式が「使用しない」でなく、応答期限の初期計算が「指定に基づき補正」となっている 

場合は自動で期限補正を行います。 

・期限補正の計算方式が「使用しない」でなく、応答期限の初期計算が「期限補正なし」となっている場合は 

補正前の期限が休日であった場合、以下の案内が表示されます。休日でない場合は表示されません。 

 翻訳期限については、期限補正のボタンがありませんので、案内で補正の有無を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補正した期限がセットされます。 
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（２）特許管理 

 

４．国内書面の入力および取込において、移行期限を過ぎている場合にはメッセージを出すようにしました。 

 

現在の幾つかの期限については、期限を過ぎた日付を入力すると「期限を過ぎています」とメッセージが表示さ

れますが、移行期限についてもメッセージを表示するようにしました。 

 

入力としては移行日を入力する手続となるため、「国内書面」、「国内移行」が対象となります。 

移行期限を過ぎた日付でこれらの手続を入力すると 

 

 
 

とメッセージが表示され、データの確認を促すようにしました。 

出願取込ソフトにて国内書面を取り込んだ際にも同様の動作をします。 
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５．設定納付延長時に連動して分割出願期限も延長するようにしました。 

 

下図のように設定納付期限と分割期限が設定されている状態で、「設定納付期限の延長」手続を入力します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  手続転記時に以下のメッセージが表示され、設定納付期限とあわせて分割期限も更新されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  下図は更新後の出願台帳で、分割期限も更新されています。 
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（３）外国関係 

 

６．IDS提出期限の計算で、ステータスが登録査定の場合は期限を納付期限に合わせるよう対応しました。 

 

ステータスが納付の場合は、実質期限はないので、便宜的に「1900/1/1」をセットします。 

 

・US特許の台帳です。優先権の基礎として JP出願、及びファミリーとして EP特許、CN特許があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ステータスが登録査定前の状態の IDS期限の設定。 

 

・基礎の JP出願で拒絶理由通知を入力します。 
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・以下のアラームが表示されて、IDS期限がセットされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限は通常の法定通り、拒絶理由通知(2018/10/31)から３か月(2019/01/31)で設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ステータスが「登録査定」の場合の IDS期限の設定。 

 

・US特許で登録査定の入力を行います。 
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・登録査定入力後の出願台帳画面です。「設定納付」期限が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US特許のステータスが登録査定の状態で、JP出願で拒絶理由通知を入力します。 

 ※US特許が「登録査定」というステータスは、US特許の出願台帳上の期限名称に「納付」の文字が含まれ 

ているかどうかで判断していますので、US特許で登録査定手続を行っていても期限名を変更されている 

場合は正しく動作しませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

・以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US特許のステータスが「登録査定」の場合、以下のメッセージが表示されますで、「OK」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IDSの提出期限は拒絶理由通知(2019/01/03)の３か月後(2019/04/03)ではなく、登録査定(2018/12/21)の 

応答期限(2019/03/21)となります。 
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③ステータスが「設定納付」の場合の IDS期限の設定。 

・US特許で設定納付の入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US特許のステータスが設定納付の状態で、EP特許でオフィスアクションを入力します。 

 ※US特許が「設定納付」というステータスは、US特許の出願台帳上の手続名に「納付」の文字が含まれ 

ているかどうかで判断していますので、US特許で設定納付手続を行っていても手続名を変更されている 

場合は正しく動作しませんのでご注意ください。 
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・以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US特許のステータスが「設定納付」の場合、以下のメッセージが表示されますで、「OK」を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IDSの提出期限はオフィスアクション(2019/04/03)の３か月後(2019/07/03)ではなく、(1900/01/01)と設定 

されます。 
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７．出願台帳の関連進捗からインド特許の FORM3の様式で Excel出力できるようにしました。 

 

・出願台帳から「進捗」ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・関連出願進捗表示 Menuに「インド FORM3」が追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下記のエクセルファイルが作成されます。 
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・リスト様式の設定。 

様式名が「インド Form3」のリストの「EXL」出力タブでエクセル出力の設定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 選択項目下段は便宜的に設定しています。 

 実際の出力項目は内部で「国名」、「出願日」、「出願番号」、「Status」、「公開日」、「公開番号」、「登録日」、 

「登録番号」を指定しているため、選択項目下段を変更しても出力内容は変わりません。 

また、Statusは空データを出力しますので、出力後のエクセルファイルで入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．EPC、PCT分割などで権利状態をコピーするオプションを追加しました。 

 

・PCT、EPC、ユーラシア特許分割の手続を使用して、移行国台帳を作成する場合に元の台帳からコピーする 

項目に権利状態をコピーするオプションを設けました。 

   デフォルトではコピーしませんので、バージョンアップ作業時、または作業後にお問い合わせください。 
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（４）請求関係 

 

９. 出願台帳に納品台帳のデータを表示するようにしました。 

 

・出願台帳に「納品」タブを追加しました。請求書と分けて納品書を表示・作成します。 

 それに伴い、「請求」タブでは請求書のみを表示・作成するようにしました。 

 

・作成済みの納品書の呼び出し、及び新規に納品書を作成する事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・請求書一覧の表示項目に「顧客請求番号」を追加しました。 
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9-1．作成済みの納品書の呼び出し。 

 

・納品書番号をダブルクリックする事で呼び出せます。 

 

 

 

 

・以下のメッセージが表示されます。「はい」で納品書を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・納品書番号「2」の納品書を開いた画面です。 
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9-2．新規納品書の作成。 

・「新規作成」ボタンを押すことで納品書の新規作成が行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下のメッセージが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・納品書の新規作成画面が開きます。納品先、整理番号は予めセットされています。 
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10．DNの入力で年金管理者（CPAなど）も請求元に設定できるようにしました。 

 

・出願台帳の共同出願の画面です。 

 年金管理者が登録されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・DN台帳にて整理番号を入力します。 

 以下のようなメッセージが表示されますので、「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・下図は顧客 Refのプルダウンを開いた状態の画面です。 

 代理人の他に年金管理者が表示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・なおデフォルトでは従来通り代理人のみ表示となりますので、バージョンアップ作業時 

 または作業後にお問い合わせください。 
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11．共同出願画面において請求先のチェックが一件もない状態でも書込に進めるようにしました。 

 

出願人などの入力画面で、どの行にも請求書のチェックがない状態で保存すると費用分担人数が 0人になってし

まうため、印紙代の表示など費用分担人数によって金額表示を計算する箇所でエラーが発生してしまいます。 

 

 

そのため、その状態で画面を閉じようとすると警告が表示されて、入力がキャンセルされるようになってい

ましたが、外内で請求書のチェックを入れない状態のデータを作成する必要があるというご要望があったた

め、警告を下図のように変更しました。 

 

 

 

初期値は「キャンセル」になっているため Enterキーなどで進んで頂いた場合には、今まで通り元の画面に

戻りますが、「OK」を選択する事で先に進めるようにしました。 
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（５）取込ソフト 

 

12．出願取込および国際出願取込で要約の後ろに「選択図」の記載を加えるオプションを追加しました。 

 

・kempos.cfgにて下記の構文を追加します。初期値は選択図を取り込まない設定となります。 

 選択図 = 0   ; 0:取込まない 1:請求範囲 2:備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願取込画面です。取り込む設定にした場合、その他タブ内の要約欄にて選択図が記載されます。 
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・kempos.cfgの選択内容による出願取込後の動作です。 

 

 【0:取り込まない】 

 前頁の出願取込画面の要約欄に記載されませんので、権利範囲タブ内にも備考欄にも記載されません。 

 

 【1:請求範囲】 

 権利範囲タブ内に記載されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【2:備考】 

 備考欄に記載されます。 
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・国際出願取込画面です。 

 「要約とともに提示する図の番号」が選択図に該当するかと思われますので、 

 取り込む設定にした場合、その他タブ内の要約欄にて要約とともに提示する図の番号が記載されます。 
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・kempos.cfgの選択内容による国際出願取込後の動作です。 

 

 【0:取り込まない】 

 前頁の国際出願取込画面の要約欄に記載されませんので、権利範囲タブ内にも備考欄にも記載されません。 

 

 【1:請求範囲】 

 権利範囲タブ内に記載されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【2:備考】 

 備考欄に記載されます。 
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13．特許査定、商標登録査定の取込で請求項数、商品区分数を更新できるよう対応しました。 

 

・特許査定、商標登録査定の書面から請求項数、商品区分数を取得し、出願台帳のデータを 

 更新できるようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・書面から取得した数と出願台帳の請求項（分類数）が一致しない場合、以下のメッセージが 

 表示されます。 

 

 【特許】                 【商標】 
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・「はい」を選択すると、手続補正タブ内に書面と出願台帳の請求項数（分類数）が 

 読み込まれ、更新のチェックが付きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商標の場合は併せて商品区分が読み込まれ、更新のチェックが付きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・更新のチェックを付けた状態で書き込むと、出願台帳の各データが更新されます。 
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（６）編集コード 

 

14．編集コード VCの出力対象項目に UE：顧客略称を追加しました。 

 

15．案内タブのデータを出力する編集コード VGに商標更新関係の拡張コードを追加しました。 

 

  {VG7C：更新案内期限 

  {VG7D：更新案内日 

  {VG8C：更新回答期限 

  {VG8D：更新回答日 

  {VG9C：更新指示期限 

  {VG9D：更新指示日 

 

16. 納付年を出力する編集コード{PY}について、「1～3」、「3」等の表記揺れを統一しました。 

 

  ○バージョンアップ前 

 複数年度分収めた場合 1年分のみ収めた場合 

{PY} 1～3 4 

{PY% 第１年分から第３年分 ４ 

{PY> × × 

{PY< × × 

 

  ○バージョンアップ後 

 複数年度分収めた場合 1年分のみ収めた場合 

{PY} 1～3 4 

{PY% 第１年分から第３年分 第４年分 

{PY> 3 4 

{PY< 第３年分 第４年分 

 

17. 請求台帳上の受任番号（整理番号）を出力する編集コード{HQ}を用意しました。 

 


